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議案第64号 

 

幕別町水道事業給水条例の一部を改正する条例 

 

幕別町水道事業給水条例（平成10年条例第16号）の一部を次のように改正する。 

 

第６条第１項中「した者（」の次に「当該指定の効力を失った者を除く。」を加え

る。 

第27条第１号中「指定」の次に「及び法第25条の３の２第１項の更新」を加える。 

 第29条第１項中「第５条」を「第６条」に改める。 

別表第３中「新規」の次に「・更新」を加える。 

 

   附 則 

この条例は、令和元年10月１日から施行する。 

  


